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第 11 章 事後調査計画 

11.1 事後調査を実施する項目の選定 

事後調査項目は「福岡市環境影響評価技術指針」に基づき、調査、予測及び評価を実施し

た環境影響評価項目のうち、以下の事後調査項目の選定方針に該当する項目を選定した。 

［事後調査項目の選定方針］ 

① 予測の不確実性が高く、かつ、相当程度の環境影響が予想されるもの。 

② 環境保全措置の効果に係る知見が不十分で、かつ、相当程度の環境影響が予想され

るもの。 

③ その他、予測結果の検証が必要と考えられるもの。 

表 11.1-1 選定した事後調査項目 

環境要因の区分 

環境要素の区分 

工事の実施 存在･供用 

備 考 

造
成
工
事
の
実
施

資
材
等
運
搬
車
両

の
走
行

造
成
地
・
施
設
の

存
在

施
設
の
稼
動

施
設
関
連
車
両
の

走
行

大気環境 

大気質 ○     粉じん等を対象 

騒 音 ○      

振 動 ○      

動植物 

動 物 ○  ○    

植 物   ○    

生態系 ○  ○    

注）○は事後調査項目として選定する項目 
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表 11.1-2 事後調査項目の選定理由 

環境要素・要因 調査項目 事後調査項目の選定理由 

工事の

実施 

造成工事

の実施 

大気質 粉じん等 

予測の不確実性は小さいが、予測結果が評価の指標

（スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が必要な

地域の指標を参考として設定された降下ばいじんの参考

値 10t/km2/月）と同程度であることから、状況把握のため

調査を実施する。 

騒  音 建設作業騒音 

予測の不確実性は小さいが、事業実施区域及びその

周辺が、現況で、航空機により騒音レベルが高いという地

域特性を鑑み、状況把握のため調査を実施する。 

振  動 建設作業振動 

予測の不確実性は小さいが、予測結果が評価の指標

（振動規制法施行規則による特定建設作業の規制に関

する基準(規制基準)75dB）と同程度であることから、状況

把握のため調査を実施する。 

動  物 
森林性旅鳥の注

目種の生息状況 

環境保全措置の効果に係る知見が不十分であり、これ

らの動物への影響は大きいことから環境保全措置の効果

の検証が必要。 

生態系 
生態系注目種の

生息・生育状況 

環境保全措置の効果に係る知見が不十分であり、これ

らの生態系の機能への影響は大きいことから環境保全措

置の効果の検証が必要。 

存在・

供用 

造成地・施

設の存在 

動  物 

ベニイトトンボの

生息状況 

森林性旅鳥の生

息状況 

環境保全措置の効果に係る知見が不十分であり、これ

らの動物への影響は大きいことから環境保全措置の効果

の検証が必要。 

植  物 

コギシギシ、アオ

イゴケの移植個

体の生育状況 

環境保全措置の効果に係る知見が不十分であり、これ

らの植物への影響は大きいことから環境保全措置の効果

の検証が必要。 

生態系 
生態系注目種の

生息・生育状況 

環境保全措置の効果に係る知見が不十分であり、これ

らの生態系の機能への影響は大きいことから環境保全措

置の効果の検証が必要。 
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11.1.1 工事の実施（造成工事の実施）に伴う大気質（粉じん等） 

工事の実施（造成工事の実施）による大気質（粉じん等）への影響は、整合を図るべき

基準等との整合が図られていると評価した。 

採用した予測手法は、その予測精度に係る知見が十分に蓄積されていると判断でき、予

測の不確実性は小さい。また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に

蓄積されていると判断でき、効果の不確実性はない。 

しかし、予測結果が評価の指標（スパイクタイヤ粉じんにおける生活環境の保全が必要

な地域の指標を参考として設定された降下ばいじんの参考値 10t/km2/月）と同程度である

ことから、状況把握のため事後調査を実施する。 

11.1.2 工事の実施（造成工事の実施）に伴う騒音 

工事の実施（造成工事の実施）による騒音の影響は、整合を図るべき基準等との整合が

図られていると評価した。 

採用した予測手法は、その予測精度に係る知見が十分に蓄積されていると判断でき、予

測の不確実性は小さい。また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に

蓄積されていると判断でき、効果の不確実性はない。 

しかし、事業実施区域及びその周辺が、現況で、航空機により騒音レベルが高いという

地域特性を鑑み、状況把握のため事後調査を実施する。 

11.1.3 工事の実施（造成工事の実施）に伴う振動 

工事の実施（造成工事の実施）による振動の影響は、整合を図るべき基準等との整合が

図られていると評価した。 

採用した予測手法は、その予測精度に係る知見が十分に蓄積されていると判断でき、予

測の不確実性は小さい。また、採用した環境保全措置についても効果に係る知見が十分に

蓄積されていると判断でき、効果の不確実性はない。 

しかし、予測結果が評価の指標（振動規制法施行規則による特定建設作業の規制に関す

る基準(規制基準)75dB）と同程度であることから、状況把握のため事後調査を実施する。 

11.1.4 工事の実施（造成工事の実施）に伴う動物 

工事の実施（造成工事の実施）に伴い保全すべき種である森林性旅鳥の採餌・休息する

樹林環境が一部消失すると予測されたため、環境保全措置として樹木を仮植し複数年にわ

たる工事期間中も森林性旅鳥が採餌、休息できるよう樹木を確保する計画である。 

これらの環境保全措置は、その効果に係る知見が不十分であるため、環境保全措置の効

果の検証が必要と考えられる。したがって、造成工事の実施に伴う生態系について事後調

査を実施する。  
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11.1.5 工事の実施（造成工事の実施）に伴う生態系 

工事の実施（造成工事の実施）に伴い保全すべき典型的な注目種等である森林性旅鳥の

採餌・休息する樹林環境が一部消失すると予測されたため、環境保全措置として樹木を仮

植し複数年にわたる工事期間中も森林性旅鳥が採餌、休息できるよう樹木を確保する計画

である。 

これらの環境保全措置は、その効果に係る知見が不十分であるため、環境保全措置の効

果の検証が必要と考えられる。したがって、造成工事の実施に伴う生態系について事後調

査を実施する。 

11.1.6 存在・供用（造成地・施設の存在）に伴う動物 

存在・供用（造成地・施設の存在）に伴い保全すべき種であるベニイトトンボの生息環

境が消失すると予測されたため、環境保全措置としてクリーンパーク・臨海内のビオトー

プ池に移殖した。 

これらの環境保全措置は、その効果に係る知見が不十分であるため、環境保全措置の効

果の検証が必要と考えられる。したがって、存在・供用（造成地・施設の存在）に伴う動

物について事後調査を実施する。 

11.1.7 存在・供用（造成地・施設の存在）に伴う植物 

存在・供用（造成地・施設の存在）に伴い保全すべき種であるコギシギシの生育環境が

消失すると予測されたため、環境保全措置としてクリーンパーク・臨海内のビオトープ池

の周囲の生育適地に移植することとした。また、アオイゴケについても、生育地及び生育

環境が改変されると予測されたため、環境保全措置として原位置保全又は移殖対象となる

樹木の根元に本種が生育している場合は、本種を残置することに努め、または、原位置保

全又は移殖した樹木の根元へ本種を移植することに努めることとした。 

これらの環境保全措置は、その効果に係る知見が不十分であるため、環境保全措置の効

果の検証が必要と考えられる。したがって、存在・供用（造成地・施設の存在）に伴う植

物について事後調査を実施する。 

11.1.8 存在・供用（造成地・施設の存在）に伴う生態系 

存在・供用（造成地・施設の存在）に伴い生態系の注目種等の生息環境が改変されると

予測されたため、環境保全措置として樹林の確保及び周辺地域の樹林や緑地間をつなぐこ

と等の緑の連続性を確保することとした。 

これらの環境保全措置については、その効果に係る知見が不十分であるため、環境保全 

措置の効果の検証が必要と考えられる。したがって、存在・供用（造成地・施設の存在） に

伴う生態系の事後調査を実施する。 



11.2-1 

11.2 事後調査計画(案)の検討 

11.2.1 工事の実施（造成工事の実施）に伴う大気質（粉じん等） 

工事の実施（造成工事の実施）による大気質（粉じん等）のモニタリング調査内容は、

表 11.2-1 に示すとおりである。 

表 11.2-1 工事の実施（造成工事の実施）による大気質（粉じん等）の調査内容 

調査項目 調査実施時期 調査地点 調査方法 

工事の実施（造成

工事の実施）による

大気質（粉じん等） 

工事中の予測時点 

・秋：2020 年 10 月 

・冬：2021 年 2 月 

・春：2021 年 4 月 

・夏：2021 年 7 月 

 （なお、工事の進捗等に

より時期を変更する可能

性がある。） 

最大着地濃度地点周辺

で工事の作業状況や住

居等の保全対象の位置

等を勘案し設定 

「環境測定分析法注解<第 1 巻>」（環

境庁企画調整局研究調整課監修）

1.4.5 ダストジャーによる測定法 

11.2.2 工事の実施（造成工事の実施）に伴う騒音 

工事の実施（造成工事の実施）による騒音のモニタリング調査内容は、表 11.2-2 に示す

とおりである。 

表 11.2-2 工事の実施（造成工事の実施）による騒音の調査内容 

調査項目 調査実施時期 調査地点 調査方法 

工事の実施（造成工

事の実施）による騒

音 

工事中の予測時点 

 ・2020 年度：2021 年 2 月 

 ・2021 年度：2021 年 10 月 

 ・2022 年度：2022 年 7 月 

 ・2023 年度：2023 年 8 月 

 ・2024 年度：2024 年 12 月 

 ・2025 年度：2025 年 9 月 

 ・2026 年度：2026 年 11 月～12 月 

 ・2027 年度：2028 年 1 月 

 ・2028 年度：2028 年 5 月～6 月 

 （なお、工事の進捗等により時期を

変更する可能性がある。） 

事業実施区域敷地境

界（工事の進捗等によ

り適宜設置） 

「騒音に係る環境基準につい

て」(平成 10 年 9 月、環境庁

告示第 64 号)等に定める方

法 
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11.2.3 工事の実施（造成工事の実施）に伴う振動 

工事の実施（造成工事の実施）による振動のモニタリング調査内容は、表 11.2-3 に示す

とおりである。 

表 11.2-3 工事の実施（造成工事の実施）による振動の調査内容 

調査項目 調査実施時期 調査地点 調査方法 

工事の実施（造成工

事の実施）による振

動 

工事中の予測時点 

 ・2020 年度：2021 年 2 月 

 ・2021 年度：2021 年 10 月 

 ・2022 年度：2022 年 7 月 

 ・2023 年度：2023 年 8 月 

 ・2024 年度：2025 年 1 月 

 ・2025 年度：2025 年 10 月 

 ・2026 年度：2026 年 11月～12月 

 ・2027 年度：2027 年 7 月 

 ・2028 年度：2028 年 5 月～6 月 

 （なお、工事の進捗等により時期

を変更する可能性がある。） 

事業実施区域敷地境

界（工事の進捗等によ

り適宜設置） 

「振動規制法施行規則」(昭

和 51 年 11 月、総理府令第

58 号)に定める方法 

11.2.4 工事の実施（造成工事の実施）に伴う動物 

工事の実施（造成工事の実施）による動物のモニタリング調査内容は、表 11.2-4 に示す

とおりである。 

工事期間中を対象に、森林性旅鳥のモニタリング調査を実施し、保全措置の有効性を確

認する。 

表 11.2-4 工事の実施（造成工事の実施）に伴う動物の調査内容 

調査項目 調査実施時期 調査地点 調査方法 

森林性旅鳥の生息

状況 

工事中（土地の改変前を

含む） 
保全樹林、移植した樹木等 生息種の目視観察等 
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11.2.5 工事の実施（造成工事の実施）に伴う生態系 

工事の実施（造成工事の実施）による生態系のモニタリング調査内容は、表 11.2-5 に示

すとおりである。 

工事期間中を対象に、生態系の注目種等のモニタリング調査を実施し、保全措置の有効

性を確認する。 

表 11.2-5 工事の実施（造成工事の実施）に伴う動物・生態系の調査内容 

調査項目 指標区分 注目種等 調査実施時期 調査地点 調査方法 

生態系の 

注目種等 

典型性 森林性旅鳥 
工事中(土地の改

良前を含む) 

保全樹林、移植した樹

木等 

生息、生育種の

目視観察等によ

る方法 

典型性 在来昆虫種群 
工事中(土地の改

良前を含む) 

保全樹林、移植した樹

木等 

生息、生育種の

目視観察等によ

る方法 

11.2.6 存在・供用（造成地・施設の存在）に伴う動物 

存在・供用（造成地・施設の存在）による動物のモニタリング調査内容は、表 11.2-6

に示すとおりである。 

ベニイトトンボの生息状況は、環境保全措置実施後から一定期間、森林性旅鳥の生息状

況は、環境保全措置実施後から一定期間を対象にモニタリング調査を実施する。 

表 11.2-6 存在・供用（造成地・施設の存在）に伴う動物の調査内容 

調査項目 調査実施時期 調査地点 調査方法 

ベニイトトンボの生

息状況 

環境保全措置実施後か

ら一定期間 

環境保全措置実施箇所及びそ

の周辺 

成虫の発生状況、繁殖状況を

目視確認 

森林性旅鳥の生息

状況 

南エリア及び北エリアの

それぞれの基盤整備事

業完了後から一定期間 

保全樹林、移植した樹木等 生息種の目視観察等 
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11.2.7 存在・供用（造成地・施設の存在）に伴う植物 

存在・供用（造成地・施設の存在）による植物のモニタリング調査内容は、表 11.2-7

に示すとおりである。 

生態を踏まえた適切な時期を対象にモニタリング調査を実施する。 

表 11.2-7 存在・供用（造成地・施設の存在）に伴う植物の調査内容 

調査項目 調査実施時期 調査地点 調査方法 

コギシギシ、アオイゴ

ケの移植個体の生

育状況 

生態を踏まえた適切な

時期 
移植実施個所 

移植個体の生育状況の目視

確認 

11.2.8 存在・供用（造成地・施設の存在）に伴う生態系 

存在・供用（造成地・施設の存在）による生態系のモニタリング調査内容は、表 11.2-8

に示すとおりである。 

樹木の移植及び公園等の整備完了後の緑が安定した時期（南エリア及び北エリアそれぞ

れの基盤整備事業完了後から一定期間）を対象に、生態系の注目種等のモニタリング調査

を実施する。 

表 11.2-8 存在・供用（造成地・施設の存在）に伴う生態系の調査内容 

調査項目 指標区分 注目種等 調査実施時期 調査地点 調査方法 

生態系の 

注目種等 

典型性 森林性旅鳥 

南エリア及び北エリアそ

れぞれの基盤整備事業

完了後から一定期間 

保全樹林、移植した

樹木等 

生息・生育種の

目視観察等によ

る方法 

典型性 在来昆虫種群 

南エリア及び北エリアそ

れぞれの基盤整備事業

完了後から一定期間 

保全樹林、移植した

樹木等 

生息・生育種の

目視観察等によ

る方法 

特殊性 

クロマツ群落等

（海岸低木林構成

種群） 

南エリア及び北エリアそ

れぞれの基盤整備事業

完了後から一定期間 

クロマツ樹林 

生息・生育種の

目視観察等によ

る方法 


